
電子的診療情報連携体制整備加算について

当院では医療DXを推進して質の高い医療を提供できるように、以下の取り
組みを行っております。

１. 電子資格確認を利用して取得した診療情報を、診察室・処置室で閲覧

または活用できる体制を有しております。

２. 医療DXを通じて質の高い医療を提供できるよう取り組んでいます。

３. 電子処方箋や電子カルテ情報共有サービスなどの医療DXに係る体制を

導入予定です。


